
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
一
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
四
十
条
の
二
第
五
項
及
び
第
四
十
条
の
五
第
二

項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
車
両
等
に
積
み
替
え
る
た
め
の
構
造
を
有
す
る
容
器
で
あ
つ
て
、
」
を
削
り
、
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク

に
該
当
す
る
」
を
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
及
び
ロ
ー
ド
タ
ン
ク
ビ
ー
ク
ル
に
該
当
す
る
」
に
、
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
条
」
に

、
「
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
」
を
「
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
等
」
に
、
「
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
」
を
「
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン

ク
等
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
交
替
し
て
運
転
す
る
者
の
同
乗
）

別添１



第
十
三
条
の
三

令
第
四
十
条
の
五
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
交
替
し
て
運
転
す
る
者
を
同
乗
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
は
、
運
搬
の
経
路
、
交
通
事
情
、
自
然
条
件
そ
の
他
の
条
件
か
ら
判
断
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
と
す
る
。

一

一
の
運
転
者
に
よ
る
連
続
運
転
時
間
（
一
回
が
連
続
十
分
以
上
で
、
か
つ
、
合
計
が
三
十
分
以
上
の
運
転
の
中
断
を
す

る
こ
と
な
く
連
続
し
て
運
転
す
る
時
間
を
い
う
。
）
が
、
四
時
間
を
超
え
る
場
合

二

一
の
運
転
者
に
よ
る
運
転
時
間
が
、
一
日
当
た
り
九
時
間
を
超
え
る
場
合

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


